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不動産協会賞決定不動産協会賞決定

大阪市マンション管理支援機構の構成団体
公共団体 専門家団体 民間事業者団体
●大阪市
●大阪市住まい公社
●（独）住宅金融支援機構
　近畿支店

●大阪弁護士会　
●大阪司法書士会
●大阪土地家屋調査士会
●（公社）大阪府不動産鑑定士協会
●近畿税理士会
●（公社）大阪府建築士会

●（一社）マンション管理業協会　関西支部
●（一社）不動産協会　関西支部
●（一社）マンションリフォーム推進協議会
　近畿支部
●大阪ガス（株）

大阪市マンション管理支援機構の構成団体

基礎講座＆相談会 マンション管理の基礎知識マンション管理の基礎知識
催しものガイド

マンション管理の基礎知識

◆管理規約を見直しませんか
◆不動産価値を保つために

2日目　11月21日（土）1日目　11月8日（日）

申込方法 はがき、ＦＡＸ又はホームページからはがき、ＦＡＸ又はホームページから
参加希望日・氏名・年齢・手話希望の有無・管理組合役職名・郵便番号・住所・マンション名・電話番号・FAX番号・相談会を希望される場合は相談
の概要をご記入の上、下記へ送付。※手話をご希望の方は、開催2週間前までにお問いあわせください。
〒530-0041　大阪市北区天神橋6-4-20
大阪市立住まい情報センター4階　住情報プラザ内
大阪市マンション管理支援機構「基礎講座＆相談会」係

大阪市マンション管理支援機構事務局
TEL:06-4801-8232　FAX:06-6354-8601
http://www.osakacity-mansion.jp/

お問い合わせ

開催場所：大阪市立住まい情報センター　３階ホール
開催日時：平成27年11月8日（日）、21日（土）　いずれも１３：３０～１６：2０（受付は１３：００～）
定　　員：１００名（先着順受付・事前申込必要）連続受講を基本とし、単独受講も可能　但し、交流サロンは40名

開催場所：大阪市立住まい情報センター　４階相談室
開催日時：平成27年10月25日（日）　１３：００～１６：００（1組あたり４５分）
定　　員：１２組（申込多数の場合は、市内の登録マンションを優先して抽選）
　　　　　法律相談（弁護士）６組・管理一般相談（マンション管理士）3組・技術相談（一級建築士）3組
申込締切：10月14日（水）

●相 談 会：大阪市立住まい情報センター　主催

●基礎講座：大阪市マンション管理支援機構・大阪市立住まい情報センター主催
分譲マンション管理組合向けセミナー。適正な管理組合運営を行う為に必要な基礎知識を中心に学ぶ連続講座及び相談会です。

◆マンション管理パネルディスカッション
◆まんかんサロン（管理組合交流サロン）

参加費・相談料
無料

支援メンバー瓦版支援メンバー瓦版

◆『ニッポン景観論』

◆『なぜローカル経済から日本は甦るのかーGとLの経済成長戦略ー』 ◆『空き家問題　1000万戸の衝撃』

一般社団法人　不動産協会

第5回『不動産協会賞』受賞作品（著者　五十音順）

大阪市マンション管理
支援機構通信
事務局
〒530-0041　大阪市北区天神橋6丁目4-20
大阪市立住まい情報センター4階
（地下鉄堺筋線・谷町線「天神橋筋六丁目」駅3番出口すぐ）
TEL.06-4801-8232　FAX.06-6354-8601
http://www.osakacity-mansion.jp/
〈平日・土曜〉9：00～19：00　〈日曜・祝日〉10：00～17：00
〈休館日〉火曜日（祝日の場合は翌日）、

祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、
年末年始
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マンション管理フェスタ2015開催速報 43

平成27年度

URL http://www.fdk.or.jp/

『不動産協会賞』は、当協会の社会貢献活動の一環として、日本経済や国民生活に関する著作物の中から、多くの方々に読
んでいただくことにより、当協会が直面する幅広い課題についてご理解をいただくのに資する著作物を表彰するものです。

お詫び
「らいふあっぷ」45号の3ページ『管理組合交流会＆相談会　報告』の中でBグループにかかる記事について誤りがございました。
次のとおり訂正します。　　「配水管の清掃について」⇒　　「排水管の清掃について」
ご迷惑をおかけして申し訳ありません、深くお詫び申しあげます。

誤 正

著　者：アレックス・カー［東洋文化研究者］　出版社：集英社新書
内　容：米国生まれながらも東洋文化研究者である著者の視点から、高度経済成長を目指し近代化のもと生み出された雑然とした日本の

景観について、著者自らが撮影した日本各地の豊富な写真を用いて海外の街並み等との比較により、美しい景観の意義を問いか
けている。日本の観光資源を活かす上で気づかされ、また今後のまちづくりの方向性にも役立つ示唆に富む。

著　者：冨山　和彦［経営共創基盤（IGPI）代表取締役CEOオムロン社外取締役/
ぴあ社外取締役/中日本高速道路社外監査役/みちのりホー
ルディングス取締役/経済同友会副代表幹事］

出版社：PHP新書
内　容：成長戦略をグローバルとローカルの経済圏に分けて冷静にとら

えながら、とくにローカル経済圏における活性化には、なによりも
労働生産性の向上が鍵であるとされ、またその手法等について、
実体経済に詳しい著者ならではの提言が示されている。GDPと
雇用の7割を占めるローカル企業こそ、日本経済の切り札である
と説く著書は、地方創生を考える上でも欠かせないものと考える。

著　者：牧野　知弘［オラガHSC株式会社代表取締役］
出版社：祥伝社新書
内　容：空き家が増加している原因、空き家がもたらす社会的

問題について、様々な観点から平易に分析、解説をし
たうえで、その解決の一助となる処方箋が提案されて
いる。空き家が増えていく根本的な要因は、少子高齢
化、人口減少の進展によるものである。したがって、空
き家を表面的な問題と捉えるのではなく、我々不動産
業界も含め、日本社会全体が真剣に考えていくべき
問題であることを、あらためて気づかされる。



平成27年度
「マンション管理の基礎知識」

7/12（日）

〈講師〉大阪弁護士会　弁護士　細川　良造　（ほそかわ　りょうぞう）

基礎セミナー報告基礎セミナー報告
第1日目

管理費滞納等の問題を防ぐにはまず予防、
併せて管理規約の変更など早めの対策を。

〈講師〉一般社団法人　日本損害保険協会　近畿支部　二階堂　公雄　（にかいどう　きみお）

基礎セミナー報告基礎セミナー報告
第1日目

マンション管理組合の損害保険講座2管理費滞納と法的措置講座1
リスクを想定してお住まいの建物に見合った
マンション総合保険＆地震保険に。

平成27年度
「マンション管理の基礎知識」

7/12（日）

平成25年度のマンション総合調査では、
全体の約28％で費用負担等のトラブルが
発生。このことを中心にお話ししたいと思
います。

《1》管理費等について
（1）管理費・修繕積立金とは
・管理費…管理組合が行うマンション全体
に要する費用。管理員人件費、共用設備
の保守維持費、清掃費などに充当する。
・修繕積立金…計画的修繕工事や災害等
の不測の事故に備えて積み立てられる
費用。用途がある程度限定され、簡単に
取り崩せない。

（2）管理費の負担割合
原則的に、区分所有者の持ち分に応じ

て負担する（区分所有法第19条）。
（3）管理規約
建物・敷地・附属施設の管理・使用等に関

する区分所有者相互の事項を定めたもの。
（4）管理規約の内容
区分所有法第30条3項に、管理規約の
内容は1）形状、2）面積、3）使用目的及び
4）利用状況、5）区分所有者が支払った対
価、6）その他の事情を総合考慮して、区分
所有者間の利害の衡平が図られるように、
と規定されている。
《設例1》法人組合員に個人組合員の1.7倍
の管理費を徴収するとした集会決議は有
効かが争われた事案で無効とした裁判例
がある（東京地判　H2.7.4）。
■区分所有法の趣旨及び民法90条の規定
に違反している。

《設例2》インターネット利用の有無にかか
わらず、利用費を請求できる規定は有効か
が争われた事案で有効とした裁判例がある
（広島地判　H24.11.14）。
■管理会社と接続回線の提供等について
業務委託契約をしていて、マンション資
産価値の維持・増大に資することなどを
理由とする。

（5）管理規約の変更等
規約を設定、変更又は廃止する場合には、

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の
多数による集会の決議が必要になる。
《設例》非居住組合員は、住民活動協力金

を負担との規約変更は有効かが争われた
事案で有効とされた判例がある（最高裁
H22.1.26）。
■協力金は2,500円、管理費と修繕積立
金で17,500円。非居住組合員は、組合
員の貢献による住環境等の利益を享受
していることなどを理由とする。

《2》管理費等に滞納が生じた
場合の対応

（1）管理費等の請求方法
1.手紙や訪問による督促‥‥訪問は複数
人で、手紙はコピーを取る
2.内容証明郵便による請求‥‥時効期間
6ヶ月延長できる。
3.裁判所を使う
支払督促‥‥債務者が異議を申立てし
なければ、仮執行宣言が付され、強制執
行できる。但し、異議があると通常の手続
に移行する。
少額訴訟‥‥60万円以下で、審理は原
則1回。

《設例1》管理費滞納しているXがYに物件
を売却。滞納管理費は？
■XにもYにも請求できる。購入者等の特
定承継人に滞納管理費を請求できる（区
分所有法8法）。

《設例2》賃借人に管理費を請求できるか？
■原則できない。管理費は区分所有者の義
務で、賃借人はその義務を負わない。

（2）管理費の請求範囲
・弁護士費用は、相手方に請求できるか？
原則できない。対策→管理規約で「未払
い管理費の請求訴訟にかかる弁護士費
用を負担させる」旨を、定めておく。
・時効期間
管理費等の債権は5年（支払日の翌日か
ら）で時効になる。

（3）管理費等の強制的な回収方法
1.認容判決に基づく競売
支払督促・少額訴訟・通常訴訟の手続き

を経て判決等を得たうえで、専有部分を売
却。時効期間は判決確定の翌日から10年
になる。但し優先する銀行の抵当権がある
場合には手続き費用すら回収できない可
能性もある（無剰余取消）。

2.先取特権に基づく競売
区分所有者は、区分所有権及び建物に備

え付けた動産の上に先取特権を有する（区
分所有法7条1項）。但し下記に注意が必要
となる。
・認容判決を得なくても強制競売を行える
・無剰余取消の可能性がある
・共益費用の先取特権とみなされる
3.区分所有法59条に基づく競売
管理費を滞納する人を追い出したい場

合の方法。マンション管理に重大な影響を
与える行為があることを訴えて判決を得た
うえで競売ができる。無剰余取り消しは適
用されない。但し、当該区分所有者への影
響が大きいため、その要件は厳格に定めら
れている。
（4）管理費滞納者に対する事実上の措置
・ライフラインの供給停止措置
《設例》管理費滞納の区分所有者に、5ヶ月
の給湯停止は許されるかが争われた事案
で違法とされた裁判例がある（東京地判
H2.1.30）。その前に冷暖房の供給停止を
条件に交渉してしかるべきであった。
・滞納者の氏名の公表
《設例》別荘他で設備管理費等の長期間
滞納者の氏名等を書いた立て札設置がさ
れたケースで判決では「正当な管理行為
の範囲を逸脱しない」と出た（東京地判
H11.12.24）が、名誉毀損やプライバシー
侵害に当たる可能性もある。管理費滞納者
に対して事実上の措置をとる場合には、専
門家などと相談して慎重に行う必要がある。

《3》管理費等に関連した問題
（1）管理費等の横領行為
下記の対応策を取ることが考えられる。
・銀行口座の印鑑と通帳を別々に管理
・管理組合資金を長年同じ人が管理しない
・出納状況が管理会社から毎月書面で交
付させる

・収支の報告と通帳の記載を毎月照合する
（2）自治会費・町内会費
コミュニティは重要ですが自治会費・町
内会費を管理費から出すのは、注意が必要
である。

1　マンション管理組合向け
損害保険
マンションを取り巻く様々なリスクに対
応するのが、マンション総合保険です（保
険会社によって商品名が異なる場合があ
ります）。
・対象施設の火災危険（含　落雷・破裂・爆
発）に対する補償
・対象施設のその他の危険に対する補償
ex.　風水害・盗難・水ぬれ・破損等

・施設管理に起因する賠償責任の補償
ex.　エレベーターの事故でケガをした
・居住者の第三者に対する賠償責任の補償
ex.　居住者の不注意で階下に漏水
などを組み合わせ、ニーズに合った補償

内容が選べるようになっています。共用部
分を一括して付保するのが一般的です。

2　専有部分と共用部分
【専有部分】構造上、独立して住居・店舗、
事務所なとに使用されている部分及びこれ
に附属している電気設備、ガス供給設備、
冷暖房設備等の附属物
【共用部分】法定共用部分と、マンション
管理規約等で定められた規約共用部分が
ある。
専有部と共用部の境目は【上塗基準】と

【壁芯基準】の二通りあり、標準管理規約で
は上塗り部分を採用しています。壁芯基準
で保険をかけない居住者がいると、保険で
全部をカバーできません。上塗基準なら、
躯体部分はまとめて管理組合で保険加入
できます。管理規約が壁芯基準の場合、上
塗基準への変更をお勧めします。

3　想定されるリスク
・火災・落雷・破裂・爆発
・風災・ひょう災・雪災
・外部からの物体の衝突
・給排水設備の事故等による水漏れ
・騒じょう（暴動の小規模なもの）などに
よる破壊行為
・盗難による盗取・損傷・汚損
・水災
他に右上記も考えられます。

・偶然な事故による破損・汚損
・電気設備・機械設備の故障
・その他費用リスク、賠償責任リスク
・地震による火災・倒壊、津波による流出

4　マンション総合保険商品例
保険会社によって多少異なりますが、

個々のマンションが抱えるリスクに対応し
た補償内容が選べるよう、何通りかの主契
約プランと特約が用意されています。
主契約プランは「火災・落雷・破裂・爆発」

「風災・ひょう災・雪災」のベースプランに、
「水ぬれ」「盗難」「水災」「破損・汚損」等を組
み合わせる形になっています。
さらに事故発生時に必要となる費用として
・事故時諸費用持約（支払保険金に一定割
合を上乗せ支払）

・水漏れ原因調査費用特約（水漏れが発生
した場合の原因調査費用）等がセットさ
れる契約もあります。
以下のようなオプション特約もあります。

・修理付帯費用特約
事故が起きた際の仮修理費用や仮設物
の設置費用を補償

・マンション共用部分賠償特約
建物の共用部分の所有、使用、管理等に
起因する賠償責任を補償

・マンション居住者包括賠償特約
マンションのすべての居住者を対象に日
常生活での賠償事故を補償

・失火見舞費用特約
火災・破裂・爆発の事故で、専有する部分
や隣接する建物が損害を受けた場合に
支払う見舞金の費用を補償

・建物電気的・機械的事故特約
エレベーター・給排水設備などの建物付
属機械設備の電気的・機械的事故（故障）
による損害を補償
以下は事故例。火災自体より多いのが実

情です。
・水災事故…台風に伴う豪雨で地下の機
械室が水没し、鉄製扉も水圧で変形した。
→約5,780万円の損害。

・破損・汚損等の事故…マンション外周道
路に面したフェンス・街灯が車両の飛び

込みで損傷。→約110万円の損害。
・賠償責任リスクの事故例…共用部分の
ガス管腐食によりガス漏れが発生し、爆
発。爆風や次いで発生した火災により室
内や駐車場の財物に損害を与えた。
→約2,800万円の損害賠償責任が発生。

5　地震保険とは
地震・噴火またはこれらによる津波を原

因とする火災・損壊埋没などによる建物の
損害は、火災保険で補償されないので地
震保険をつける必要があります。1964年
の新潟地震がきっかけで「地震保険に関
する法律」が制定され、以降、地震保険は
政府と保険会社が共同で運営しています。
被災者の生活の安定に寄与することが目
的です。
［保険金支払］全損、半損、一部損の3通り。
できるだけ早い保険金支払ができるよう
に簡素化しています。なお、半損を2つに
分けて4通りにするという案も検討されて
います。
［保険金額］火災保険の30～50％の範囲
内で設定。マンションは専有部分と共用部
分の保険合計金額が5,000万円×戸室数
が上限です。共用部分の地震保険を契約
する際は、居住者が個々に契約している地
震保険（建物部分）の金額を確認する必要
があります。
［対象］住まいに関わる部分のみ、店舗や
事務所は対象外。
［保険料］都道府県により異なり、大阪府・
耐火構造で保険金額1,000万円あたり年
間13,600円（2015年7月現在）。建築年
割引・耐震等級などで10％～最大50％の
割引があります。

保険に関するお問い合わせ・ご相談は最寄
りの損保会社もしくは代理店へ。
損害保険に関する困りごとは
【そんぽADRセンター】
電　　話／0570-022808
受 付 日／月～金曜日（祝日・休日および

12/30～1/4を除く）
受付時間／9：15～17：00
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賛助団体・協力団体のお役立ち
情報コーナー

当日はさまざまな賛助団体・協力団体などが、役
立つ情報を提供するコーナーを設置。来場者はそれ
ぞれの展示などを見たり、係員に質問したりしてい
ました。

～住民力とマンション管理～

開 催 速 報

「マンション管理フェスタ」は、賛助団体や協
力団体の協力を得て行う2年に1度のイベント
です。今年も各団体のマンション管理に関する
展示や専門家とのお話コーナーのほか、講演会
やベランダ避難体験など盛りだくさんのプログ
ラムを用意。「マンション管理や大規模修繕につ
いての参考事例を知ることができた」「専門家の
方に個別相談が気軽にできてよかった」などの
コメントもいただきました。

日時：平成27年9月6日（日）
場所：大阪市立住まい情報センター
　　　3Fホール

講　演

大阪市マンション管理支援機構の6団体の専門
家と話せるコーナー。ちょっと敷居が高い？と思
われがちな専門家の方に、気軽に相談できる機会
とあって、皆さんから好評をいただきました。

今回は、スーク創生事
務所代表であり、京都市
内を中心に多くのマン
ション管理やまちづくり
などに関わっておられる
大島祥子さんに、「マン
ション管理を新しい角度
で見る」と題して、講演していただきました。
マンションを取り巻く課題や先駆的なマン
ションの実例の紹介には参考になることも
多く、皆さん熱心に聞き入っていました。

※詳しくは次号でご紹介します

●大阪弁護士会
●大阪司法書士会　
●大阪土地家屋調査士会
●(公社)大阪府不動産鑑定士会
●近畿税理士会
●(公社)大阪府建築士会

●大阪市（都市整備局・消防局）　　●大阪市住まい公社
●（独）住宅金融支援機構 近畿支店

公共団体

●大阪ガス(株)　　●(一社)マンションリフォーム推進協議会　近畿支部
●(一社)マンション管理業協会　関西支部
●(一社)不動産協会　関西支部

賛助団体

●NTTマーケティングアクト 
●大阪府錠前技術者防犯協力会 
●日本赤十字社　大阪府本部

●大阪府防犯設備士協会 
●(公社)立体駐車場工業会
●(公財)マンション管理センター

会場内のポイントを
回ってスタンプを押し、5ヶ所のポイントが回れたら抽
選コーナーへ。ガラガラを回して抽選でグッズ等が当た
り、子ども連れの方はもちろん、皆さんに好評でした。

協力団体

専門家とお話してみませんか？

防災グッズ展示コーナーマンション管理を
新しい角度で見る

今回は避難のために「ベランダ
の隔壁パネルを破る」体験がステージ上で行われまし
た。体験したのは、当日の参加者で希望された方8名。
始めは手でドンドンと叩いてもなかなか割れず、結構堅
いものだと実感。万一のため、近くに木づちや植木鉢を
置いておくといい、といった話も出ました。体験者の方
はもちろん、見ている方も、万一に備えてのシミュレー
ションできるいい機会になったのではないでしょうか。

もしもの時のための非常時の持ち出し品や、その時
に届けられる救援物資、またテントの中に設営する簡
易トイレの実物展示、他に住宅用火災警報器などの展
示もありました。個人として、またマンション管理組
合としての備えについて、
考えるきっかけになったの
ではないでしょうか。

マンションの取り組み紹介

ス

大阪・京都・神戸の関西三都市でのさまざまな試
みを紹介する展示コーナー、また大阪市内のマン
ション管理組合のコミュニティ活動や、駐輪場のリ
フォームや削減等、さまざまな問題への取り組み事
例が写真入りでわかりやすく紹介されました。

ホームページからも登録できます。 大阪市マンション管理
支援機構事務局　☎06-4801-8232

マンション管理に役立つ
情報をお届けします！

大阪市マンション管理 検索

大阪市マンション管理支援機構大阪市マンション管理支援機構

登
録
マ
ン
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
カ
ー

お問い合わせ

登録料・年会費
などすべて無料

登 録 募 集 中
登録料・年会費

などすべて無料

タンプラリー
発　表

ステージでは、「耐震
化に向けて管理組合の
活動」について、メゾン
ドール帝塚山管理組合
の修繕委員会の方から、
また第28回大阪市ハウ
ジングデザイン賞　特別
賞を受賞したファミー
ルハイツ北大阪２号棟
の管理組合からも、こ
れまでの経緯をご報告
いただきました。

フェスタで発表

体　験 フェスタで体験

《送　付　先》　〒530-8532　大阪市北区天神橋6-4-20　
大阪市立住まい情報センター　4階住情報プラザ内　大阪市マンション管理支援機構事務局

《お問合せ》　電話：06-4801-8232　FAX：06-6354-8601　http://www.osakacity-mansion.jp/

分譲マンション管理組合活動などマンションに関す
る川柳を募集します。情報誌「らいふあっぷ」や「ホー
ムページ」で発表します。FAXにてご送信ください。

マンション川柳　募集中



マイナンバー法の公布マイナンバー法の公布

〈講師〉公益社団法人　大阪府建築士会　一級建築士　橋本　頼幸　（はしもと　よりたか）

工事の専門的なことはわからないからこそ、
「プロと一緒に考える」姿勢が必要です。

長期修繕計画と大規模修繕工事講座3

〈講師〉一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険法人　五十嵐　彰　（いがらし　あきら）

マンション管理の主体は管理組合の皆さん、
工事のリスク対策としてかし保険は重要です。

大規模修繕工事の「かし保険」講座4

平成27年度
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第2日目
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《1》大規模修繕工事
建物は、年を経るごとに劣化します。補

修である程度は戻せますが、新品同様には
なりません。また、スロープが欲しい、玄関
はオートロックがいいなど、社会的な要求
水準も変わっています。従って、大規模修
繕工事では、補修と改良工事を合わせて取
り組むことになります。

《2》大規模修繕工事の進め方
1.工事の進め方を決める
大規模修繕は、誰が主導的にするのか、
誰に何を頼むのか、よく考えて決めておか
なければなりません。「誰に」は、コンサルタ
ント（設計事務所）の他に、管理会社、施工
者・メーカーなどが、あります。どのように大
規模修繕工事に取り組むのか、誰に頼むの
かを決めるのは発注者たる管理組合です。
大規模修繕の取り組み工程は大きく3つ

に分かれます。
1.大規模修繕工事の進め方の決定
（A）診断　2.建物劣化診断

3.建物劣化診断を広報する
（B）設計　4.修繕範囲と予算の設定

5.修繕範囲設計
6.工事業者選定

（C）工事　7.工事契約
8.修繕工事
9.完成

目先の大規模修繕工事のことだけでは
なく、マンションのライフサイクルで計画
を立てることが大切です。大規模修繕工
事は、1回だけではなく、必ず次がありま
す。工事範囲、予算なども先のことをも考
えて取り組むことが大切です。
2.建物劣化診断
（1）誰がする？・・・コンサルタント（設計事務

所）／管理会社／施工業者や塗装／防
水などのメーカー　どこに何を頼むの
か、先々のことを考えて依頼します。

（2）劣化診断調査は必要か？・・・どのような
工事がいつ必要か、それがいくらかか
るのかを劣化診断で判断する必要が
あります。

（3）劣化診断で判断を誤ると・・・進められる
ままに過剰な工事をする、反対に必要

な工事をしない、などといった間違った
修繕につながります。

3.建物劣化診断を広報する
インフォームド・コンセントが大切。正し
い情報を得た上で合意しなければなりま
せん。組合員に正しく伝えるためには、専
門家（コンサルタント）を有効に使うことも
大切です。
4.修繕範囲と予算の設定
修繕範囲を決めるのは（1）今必要な工
事、（2）今しておくと有利な工事（足場をか
けるのであれば一緒に工事をしておくと
安くなる工事など）、（3）しておきたい工事
（改良工事など）の三つを組み合わせて考
えて行きます。貯まった修繕積立金全てを
使うのではなく、次回以降の工事も見据え
て予算を決めます。
5.修繕設計
どの範囲をどのような工事で行うかが
決まってくると、あとは設計を進めていき
ます。これを、適切に判断するために、コン
サルタント（設計事務所）を上手く使うこと
をお薦めします。
6.工事業者選定、7.工事契約を行って、
8.修繕工事を行うことになります。このプ
ロセスでも様々な方法はありますが、時間
の関係で割愛いたします。修繕工事中大
切なこととして、設計書や工事契約に基づ
いた工事が行われているかどうか、それを
誰がチェック（監理）するか、があります。こ
こでも、管理組合の立場に立った第三者と
してのコンサルタント（設計事務所）の活
用が望ましいと思います。
9.完成
完成したときには、必ず「完成引渡書類」

を確認してください。工事報告書、打合せ
記録、防水・塗装などの保証書、亀裂補修
やタイル浮き補修の一覧・図面、アフター
体制、等が整理されて、引き渡されている
かを確認します。特に亀裂一覧の図面は、
今回の工事でどこをどのように直したか
が全て記載されています。保証期間内に
不具合が再発したら無償で対応をお願い
することになりますし、工事後に発生した
亀裂などは工事業者の責任を問えません。
保証書やアフター対応は必ず引き継がれ

るようにしてください。

《3》大規模修繕工事は後が大切
大規模修繕工事は終わったといっても、

すぐに次が来ます。次のための準備をして
おく必要があります。次の工事にどの程度
の予算が必要か、長期修繕計画を見直し
て適切に積み立てられているか、日常修
繕においても適切な修繕や対応ができて
いるか、それらを再検証します。一度経験
したからわかる費用や補修すべき項目も
あります。日常気をつけておくべきことも
わかります。早期発見・早期対応できれば
結果的に建物が長持ちし、費用も少なくて
すみます。予算が足りなくなることがわ
かっていれば、そのときに一時金を集金す
るよりも、今から月額を少し上げていくこ
とを選択するのではないでしょうか？

《4》大規模修繕工事を
成功させるには

大規模修繕工事でトラブルになったり、
明らかにおかしな工事を行っている事例
はたくさんあります。その工事内容を、誰
が決めたのか？管理組合は内容を決めた
専門家や施工者に正しくものを言えてい
るのか？
管理会社やコンサルタントのいうまま

にしていませんか？プロが言うのだから、
といって考えることを放棄していません
か？「わからないから任せる」のではなく、
「わからないことはプロと一緒に考える」
姿勢が必要です。

《最後に》
大規模修繕工事や建物の維持管理につ

いて、長くつきあえる主治医的な建築専
門家の関与が不可欠だと考えます。管理
組合と一緒に考えてくれる人を探してくだ
さい。それはコンサルタント（設計事務所）
かもしれません、あるいは管理会社かもし
れません、施工者やメーカーかもしれませ
ん。それぞれの管理組合によって異なると
は思いますが、そういった専門家に出会っ
て、適切に維持管理できる体制を作ること
が大切です。

1.管理組合とリスク
管理組合の運営主体は、組合員の皆さん

です。そのため工事契約でも、何かあると
自己責任となるので、自己防衛を考えるこ
とが必要です。まずは建物の劣化診断など
をして現状に目を向け、自分の住むマン
ションには何が足らないのか、リスクを洗い
出し、リスク管理をする意識を持っていただ
きたいと思います。
リスク対策は次の4つがあります。
・リスク回避…修繕積立金の枯渇、

これは絶対避けましょう
・リスク低減…耐火・耐震補強、施工ミス
・リスク移転…移転先は保険会社、リース会

社、つまり保険を掛けること
・リスク保有…騒音、少額の損害など

2.瑕疵保険について
・瑕疵保険ができるまで
平成12年　品確法（住宅の品質確保の促

進等に関する法律）施行
平成17年　構造計算偽装問題発覚
品確法は、消費者保護を目的としていた

ものの、会社が倒産してしまうと対応でき
ませんでした。そこで平成21年に施行され
たのが住宅瑕疵担保履行法（特定住宅瑕
疵担保責任の履行の確保等に関する法律）
です。そして平成22年には、大規模修繕工
事の瑕疵保険が認可されました。
・瑕疵保険の概要
瑕疵保険は、工事会社が加入する保険の

一つです。瑕疵があった場合、工事会社は
保険を使って直しやすい、また工事会社が
万一倒産した場合、管理組合から保険法人
に直接請求ができます。
またリフォーム後の保証の受け皿として

「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が
作られました。登録団体で大規模修繕工事

が1億円以上、または1戸あたり100万以
上の工事なら瑕疵保険を付ける、という
ルールを作りました。マンション計画修繕協
会、日本住宅リフォーム産業協会など6団
体合計約4,800社が登録団体になってい
ます（平成27年6月現在）。
・瑕疵保険があると
保険法人の設計施工基準があり、検査員

（技術者）の現場検査があります。工事会社
が瑕疵保険に加入していれば、もし瑕疵が
あっても、補修費を保険で確保できる、つま
り管理組合にとっては建物の品質確保がで
き、瑕疵の未然防止につながるのです。

3.マンション管理・改修の注意点
《ポイント1》工事会社の入る保険と、その
保険で何がまかなえるのかチェックします。
《ポイント2》議論したことは必ず議事録を
残しておきます。後で訴えられたりした時、
合意の有無など記録があることがとても重
要です。
［ケース］大規模修繕工事終了後、タイルが
落ちた。
工事後の瑕疵で、債務不履行、不法行為

などがあった場合、管理組合は工事会社に
補修工事の請求ができます。しかしそれが
【債務不履行（依頼したことができていな
い）】の場合、立証責任は工事会社にありま
すが、【不法行為（故意又は過失により工事
ができていない）】の場合、立証責任は原告
（管理組合）にあるため、非常に多くの時間
とパワーが必要です。これを回避する一番
いい方法は、よいアドバイザーをみつけて
対応することです。

4.リスク回避するには
・工事契約の締結時に保証内容を理解する
・工事費の高い安い、会社の規模だけで

工事会社を選ばない
・管理会社から得られる建物情報を活用する
・管理組合団体、一級建築士の信頼でき
るアドバイザーを利用する
・入札時に国交省認可の「大規模修繕工
事瑕疵保険」等を条件化→入札条件に
入れると、抑止力になり、事故も少なく
なる

【参考】
平成25年度マンション総合調査結果に

よると、修繕積立金の月1戸当たりの平均
は10,783円ですが、想定必要修繕積立金
は13,700円。この辺りの数字なら安心。但
し施工トラブルなどの対応費用は見込まれ
ていません。

マンション運営における保険の重要性
［火災保険］
2015年10月から火災保険の保険料率

が上がります（平均3.5％）。これは自然災
害や水漏れ損害による保険金支払いが増
加しているためです。
・マンションドクターズ火災保険
今後は築30年以上のマンションの新規

の保険引き受けはしない会社が出て来ま
す。そのため日本マンション管理士会連合
会と日新火災海上保険が共同で、管理状況
に応じた保険料を実現する「専門家診断レ
ポート付火災保険（マンションドクター火災
保険）」の開発を発表（2月）。もしよければ
ご検討いただければと思います。

国による補助事業・施策
［補助金（省エネ・長期優良住宅）］
国の補助政策は去年もありましたが、今

年はかなり、ハードルが下がっています。も
し組合全体で窓をやり替えよう、お風呂を
やり替えようという場合に、ポイント制度を
検討いただければと思います。

マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策に
利用するため、日本に住むすべての方（住民票を有
する方）に一人にひとつずつお渡しする12桁の個人
番号（マイナンバー）を使って、国や自治体が管理す
る情報はそのままに必要な分だけ相手の役所から
情報の提供を受けることにより行政手続きを行う制
度です。導入することにより、不正の防止や各サー
ビスの適切な実施、申請書に付ける証明書の削減
などの効果が期待されています。

みなさまへは平成27年10月に個人番号（マイナンバー）が通知され、同封の
申請書で申請すれば平成28年1月以降に個人番号カードが交付される予定です。
マンション管理組合にも下記の要件に当てはまる場合、マイナンバーが送付

されます。
・法人格のあるマンション管理組合。
・法人格のないマンション管理組合でも収益事業の開始届け或いは給与支払
事務所の開始届けを税務署に提出しているマンション管理組合。

●お問い合わせ：マイナンバーコールセンター
0570-20-0178　平日　9時30分～17時30分
（土日祝祭日・年末年始を除く）


